
 令和７年度 保育料等について [２・３号認定子ども向け]  令和 7 年 10 月配布版 

北名古屋市保育課 

◆ 令和7年度 北名古屋市 保育料等基準月額表 

階層

区分 
世帯状況 

幼児（３～５歳児） 乳児（０～２歳児※１） 

給食費※２ 保育料※2 

公立保育園 認定こども園 標準時間 短時間 

A 生活保護をうけている世帯 

0 円 免除対象 

0 円 0 円 

B 市民税が非課税の世帯 0 円 0 円 

C 市民税が均等割のみ課税されている世帯 9,300 円 9,100 円 

D1 

市
民
税
所
得
割
額 

24,300 円 未満 11,100 円 10,900 円 

D2 24,300 円 以上 48,600 円 未満 15,600 円 15,300 円 

D3-1 48,600 円 以上 57,700 円 未満 
19,400 円 19,000 円 

D3-2 57,700 円 以上 72,800 円 未満 
6,000 円 免除対象外 

D4-1 72,800 円 以上 77,101 円 未満 
20,500 円 20,100 円 

D4-2 77,101 円 以上 97,000 円 未満 

6,000 円 免除対象外 

D5 97,000 円 以上 133,000 円 未満 26,500 円 26,000 円 

D6 133,000 円 以上 169,000 円 未満 31,500 円 30,900 円 

D7 169,000 円 以上 235,000 円 未満 41,000 円 40,300 円 

D8 235,000 円 以上 301,000 円 未満 48,000 円 47,100 円 

D9 301,000 円 以上 349,000 円 未満 55,000 円 54,000 円 

D10 349,000 円 以上 397,000 円 未満 62,000 円 60,900 円 

D11 397,000 円 以上 64,000 円 62,900 円 

保育料等の算定根拠となる市民税の詳細については、裏面「３ 保育料等の決め方」をご参照ください。 

※1 ２歳児クラスのお子様で、年度途中に３歳を迎えた場合も、令和７年度中は３歳未満児の区分が適用されます。 

※2 保育料・給食費は所得状況及び家庭状況により軽減となる場合があります。 

 

１ 保育料について  

⑴ 多子世帯軽減制度 

Ｃ階層からＤ３-1 階層の世帯については、お子様の年齢を問わず、１人目のお子様の保育料は、基準月額表

の金額を適用し、２人目のお子様は、表の金額の２分の１に減額します。また、３人目以降のお子様は、無料と

なります。なお、お子様の数は年齢が高い順に１人目、２人目と数えます。 

※同居をしていない生計を同じくするお子様（例：寮で暮らす高校生のお子様）がいる等、軽減制度の適用による

お子様の保育料の軽減が正しく反映されていないと思われる場合は、保育課までお問い合わせください。 

⑵ きょうだい等同時利用 

D３-2 階層からＤ１１階層の世帯で、同一世帯から、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、

ひまわり園、ひまわり西園等に入園しているお子様が 2 人以上いる場合は、次の保育料となります。 

1 人目のお子様 2人目のお子様 3人目以降のお子様 

基準額 基準額の半額 ０円 

⑶ 第二子にかかる保育料（１０月から適用） 

４月１日現在に１８歳未満である児童を２人以上養育している世帯の場合、２人目以降の３歳未満のお子様に

かかる保育料は、C 階層からＤ４-2 階層の世帯では無料となり、Ｄ５階層からＤ８階層までの世帯では、基準

額の２分の１に減額します。 

※令和７年９月分の保育料については、第二子にかかる保育料の軽減制度の適用はありません。従来通り第三子に

かかる保育料の軽減のみを行います（D３-2 からＤ４-2 は無料、Ｄ５からＤ８は基準額の２分の１に減額） 

⑷ ひとり親世帯等の負担軽減 

お子様の属する世帯が以下に該当する場合、保育料を減額します。 

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のいない者で、現に児童を扶養している者の世帯 

イ 在宅障害者（児）のいる世帯 

※身体障害者手帳の交付を受けている方、療育手帳の交付を受けている方、精神障害者保健福祉手帳の交付

を受けている方、特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金を受給されている方が在宅障

害者（児）の対象となります。 

 

 

 

階層区分 １人目 2 人目以降 ３人目以降の判定の方法 

C～D２階層 （基準額―1,000円）の半額 ０円 
多子世帯軽減制度で判定します。 

D3-１～D4-1 階層 9,000円 ０円 



２ 給食費について  

⑴ 公立保育園 

市内の公立保育園における給食費は６，０００円です。なお、⑶のいずれかに該当する場合、給食費の徴収が

免除となります。 

⑵ 認定こども園 

認定こども園の給食費は各施設の定める金額となります。なお、⑶のいずれかに該当する場合、主食費（米・

パン等）９００円までと副食費（おかず・牛乳等）相当額が免除となります。  

⑶ 給食費の免除 

以下のいずれかに該当する場合、給食費の徴収免除対象となります。階層区分等の詳細につきましては、表面

「保育料等基準月額表」及び「３ 保育料等の決め方」をご参照ください。 
 

給食費徴収免除対象者 

・保育料階層区分がＡ階層からＤ3-1 階層までのお子様 

・保育料階層区分がＤ3-2階層からＤ4-1 階層でひとり親世帯等のお子様 

・全保育料階層区分の第三子以降※のお子様 

※第三子は同一世帯から、保育所、幼稚園、認定こども園、ひまわり園、ひまわり西園等を利用しているお子様におい

て３人目以降のお子様を指します。 

 

３ 保育料等の決め方  

保育料等は、生計をたてている父と母の合計した市民税所得割額か、父母に代わって生計をたてている祖父母

等の合計した市民税所得割額に応じて階層別に決まります。 

所得割額とは、配当控除、寄附金控除、住宅借入金等特別税額控除、外国税額控除、配当割額控除又は株式等

譲渡所得割額控除等の税額控除（調整控除を除く）をうける前の税額をいいます。保育料算定に関する市民税額

は以下のとおりです。 
 

期間 算定根拠 

令和７年４月分～令和７年８月分 
令和６年度の市民税額 

（令和５年１月１日～令和５年１２月３１日の所得） 

令和７年９月分～令和８年３月分 
令和７年度の市民税額 

（令和６年１月１日～令和６年１２月３１日の所得） 
 

４ その他  
 

⑴ 保育料等の納付 

保育料等は、月ごとに納めていただくことになっています。欠席等で施設を利用していない場合もお返しする

ことはできません。保育料等は、施設運営の保護者負担分となる大切なものです。決定された金額を毎月の期限

までに納入いただきますようお願いします。なお、納付にあたっては、口座振替による納付をお願いします。 

認定こども園・地域型保育事業所など民間の保育施設を利用する場合は、施設・事業所へ直接お支払いただき

ます。納付方法については、各施設・事業所にお問い合わせください。 

⑵ 保育料等の変更など 

世帯異動（保護者の結婚・離婚など）や税額の変更（税の修正申告など）があった場合は、利用施設または保

育課までお知らせください。また、月の途中で入園又は退園した場合、日割計算により保育料等を算出します。 

区分 対象 日割計算方法 

保育料 
乳児 

（０～２歳児） 

保育料月額に利用した期間の開園日数（２５日を超える場合は２５日）を 

乗じた額を２５日で除して得た額（１０円未満の端数切捨） 

給食費 
幼児 

（３～５歳児） 

給食費月額に利用した期間の開園日数（２０日を超える場合は２０日）を 

乗じた額を２０日で除して得た額（１０円未満の端数切捨） 

⑶ 延長保育料 

午後６時３０分を超えて保育を利用される方は、延長保育料として、午後７時まで保育を行う施設（徳重・九

之坪・弥勒寺保育園）で月額１，０００円、午後７時を超えて保育を行う施設（能田・久地野・西之保保育園・

久地野分園）で月額２，０００円が別途必要になります。認定こども園・地域型保育事業所など民間の保育施設

を利用する場合は、各施設・事業所にお問い合わせください。 

⑷ その他の費用 

その他、保育の提供にあたって必要となる保育材料等の代金が発生することがあります。 


